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令和７年第４回定例会議案説明資料 

 

 

１ 議案第１４９号 令和７年度千葉市一般会計補正予算（第３号）中所管 

          ［債務負担行為補正（千葉ポートタワー次期指定管理料）］  

議案第１９１号 指定管理者の指定について（千葉ポートタワー）  

……………… Ｐ２ 

 

２ 議案第１５６号 千葉地域農林業センター設置管理条例の一部改正について  

……………… Ｐ６ 

 

３ 議案第１５７号 千葉市農業者健康増進施設設置管理条例の一部改正について  

……………… Ｐ７ 
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議案第１４９号 令和７年度千葉市一般会計補正予算（第３号）中所管 

        ［債務負担行為補正（千葉ポートタワー次期指定管理料）］ 

議案第１９１号 指定管理者の指定について（千葉ポートタワー） 
 

 

１ 施設の名称及び所在地 

（１）名 称 千葉ポートタワー 

（２）所在地 千葉市中央区中央港１丁目地先 

 

２ 指定管理者の名称等 

（１）名 称  千葉ポートタワーまちづくり共同事業体 

（２）代表団体 

ア 名 称 株式会社京葉美装 

イ 所在地 千葉市中央区椿森２丁目５番８号 

ウ 代表者 代表取締役 国𠮷 晃甲 

（３）その他の構成団体 

ア 構成団体 

（ア）名 称 株式会社レプコ 

（イ）所在地 千葉市中央区松波２丁目４番１６号 

（ウ）代表者 代表取締役社長 野本 茂雄 

  イ 構成団体 

   （ア）名 称 特定非営利活動法人まちづくり千葉 

   （イ）所在地 千葉市中央区中央３丁目１２番１２号 

   （ウ）代表者 理事長 山本 俊子 

 

３ 指定期間及び債務負担行為設定額（補正予算額） 

（１）指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

（２）債務負担行為設定額 ３０４，６８８千円（令和８年度～令和１２年度） 

 

４ 申請者数及び名称等 

（１）申請者数  ２団体 

（２）申請者 

ア 千葉ポートタワーまちづくり共同事業体（構成団体） 

名 称          所在地 

株式会社京葉美装 千葉市中央区椿森２丁目５番８号 

株式会社レプコ 千葉市中央区松波２丁目４番１６号 

特定非営利活動法人まちづくり千葉 千葉市中央区中央３丁目１２番１２号 

 

イ 千葉ポートタワープロジェクトチーム（構成団体） 

名 称 所在地 

株式会社やます 市原市国分寺台中央７丁目１６番地２ 

株式会社塚原緑地研究所 千葉市美浜区高洲３丁目１１番３号 

補正予算書 Ｐ６ 

議案書   Ｐ１１５ 
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５ 選定経過 

  令和７年 ７月１１日 経済農政局指定管理者選定評価委員会（経済部会）開催 

       ８月 ７日 募集要項・管理運営の基準等を公表 

９月 ２日～１０日 申請書受付 

１０月２９日 経済農政局指定管理者選定評価委員会（経済部会）開催 

 経済農政局指定管理者選定評価委員会の答申を受理 

１０月３１日 指定管理予定候補者の選定 

 選定結果通知 

１１月 ４日 指定管理予定候補者と仮協定締結 

 

６ 選定理由 

 千葉ポートタワー設置管理条例第９条に定める指定管理者の指定に係る基準に基づき

審査した指定管理者選定評価委員会の答申を踏まえ、総合的に判断した結果、本施設の管

理運営を適切に行うことができると認められることから、千葉ポートタワーまちづくり共

同事業体を指定管理予定候補者として選定した。 

 

７ 指定管理者選定評価委員会の答申の概要・審査結果 

（１）指定管理予定候補者とすべき者 

千葉ポートタワーまちづくり共同事業体 

（２）指定管理予定候補者の選定理由 

指定管理者選定評価委員会経済部会において、提案内容を審査し、所定の審査項目に

ついて採点を行った結果、特に、施設の管理を安定して行う能力、施設の効用の発揮、

管理経費の縮減において評点が高く、合計点が最も高かったため。 

（３）審査結果 

団体名 得点（１９０点満点） 

千葉ポートタワーまちづくり共同事業体 １２８．０点 

千葉ポートタワープロジェクトチーム １１８．６点 

※ 詳細は別紙１のとおり 

 

８ 経済農政局指定管理者選定評価委員会（経済部会）委員構成 

氏 名 役 職 備 考 

鈴木 雅之 千葉大学大学院国際学術研究院教授 部会長 

髙塚 真希 弁護士 副部会長 

鈴木 敦子 公認会計士  

佐藤 晴邦 千葉県地方自治研究センター副理事長  

三浦 知子 敬愛大学情報マネジメント学部教授  
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９ 指定管理者の概要 

（１）各構成団体の概要 

構成団体 設立時期 資本金 従業員数 主な事業内容 

株式会社京葉美装 昭和 40年 8月

5日 

15,612千円 406人 ・ビルメンテナンス業務、指

定管理業務、ホテル業務（客

室管理） 

株式会社レプコ 平成 1 年 2 月

23日 

10,000千円 34人 ・飲食店の企画や経営、食料

品の販売 

特定非営利活動法

人まちづくり千葉 

平成 14年 1月

30日 

 10人 ・施設管理や地域イベント等

の運営、コミュニティ支援 

 

（２）主な施設管理の実績 

   ・千葉市穴川コミュニティセンター 

・千葉市畑コミュニティセンター 

・千葉市幕張コミュニティセンター 

・千葉市民活動支援センター 



経済農政局指定管理者選定評価委員会（経済部会）における採点結果【千葉ポートタワー】 別紙１

a b c d e 平均 a b c d e 平均

１　市民の平等な利用を確保するものであること。 （１）管理運営の基本的な考え方 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 4 4 3.4

5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 4 4 3.4

（１）同種の施設の管理実績 5点 0 0 0 0 0 0.0 2 2 2 2 2 2.0

（２）団体の経営及び財務状況 10点 6 6 2 2 8 4.8 2 2 2 2 6 2.8

（３）管理運営の執行体制 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 3 4 3.2

（４）必要な専門職員の配置 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 3 3 3.0

（５）業務執行体制の整備 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 3 3 3.0

（６）従業員の管理能力向上策 5点 3 4 3 3 4 3.4 3 3 3 4 4 3.4

（７）施設の保守管理の考え方 5点 3 3 3 3 5 3.4 3 3 3 3 3 3.0

（８）設備及び備品の管理、清掃、警備等 5点 3 3 4 3 3 3.2 3 3 3 3 3 3.0

45点 24 25 21 20 32 24.4 22 22 22 23 28 23.4

（１）関係法令等の遵守 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 3 4 3.2

（２）リスク管理及び緊急時の対応 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 3 3 3.0

10点 6 6 6 6 8 6.4 6 6 6 6 7 6.2

（１）開館時間、休館日の考え方 5点 3 3 3 3 4 3.2 3 3 3 4 4 3.4

（２）利用料金の設定及び減免の考え方 5点 4 3 4 3 5 3.8 3 3 3 3 3 3.0

（３）施設利用者への支援計画 5点 4 3 3 3 4 3.4 4 3 3 3 3 3.2

（４）施設の利用促進の方策 20点 16 12 16 12 16 14.4 16 12 16 16 16 15.2

（５）周辺施設との連携 15点 12 12 9 12 15 12.0 12 12 9 9 12 10.8

（６）地域の賑わい創出 5点 4 3 3 4 4 3.6 4 3 3 4 4 3.6

（７）利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方 5点 3 3 3 3 3 3.0 3 3 3 3 3 3.0

（８）施設の事業の効果的な実施 5点 3 3 4 3 4 3.4 3 3 4 4 4 3.6

（９）成果指標の数値目標達成の考え方 5点 3 3 3 3 4 3.2 4 3 3 3 4 3.4

（10）自主事業の効果的な実施 15点 12 12 12 9 15 12.0 12 9 12 12 12 11.4

85点 64 57 60 55 74 62.0 64 54 59 61 65 60.6

（１）収入支出見積りの妥当性 10点 8 6 8 6 8 7.2 6 6 2 6 6 5.2

（２）管理経費（指定管理料） 20点 13 13 13 13 13 13.0 12 12 12 12 12 12.0

30点 21 19 21 19 21 20.2 18 18 14 18 18 17.2

６　その他市長が定める基準 （１）市内産業の振興 3点 3 3 3 3 3 3.0 1 1 1 1 1 1.0

（２）市内業者の育成 3点 2 1 1 1 1 1.2 2 1 1 1 1 1.2

（３）市内雇用への配慮 3点 3 3 3 3 3 3.0 3 3 3 3 3 3.0

（４）障害者雇用の確保 3点 3 3 3 3 3 3.0 1 1 1 1 1 1.0

（５）施設職員の雇用の安定化への配慮 3点 3 1 1 1 2 1.6 3 1 1 1 2 1.6

15点 14 11 11 11 12 11.8 10 7 7 7 8 7.8

190点 132 121 122 114 151 128.0 123 110 111 119 130 118.6合計

千葉ポートタワーまちづくり共同事業体 千葉ポートタワープロジェクトチーム

指定の基準４　小計

指定の基準５　小計

３　施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれが
ないこと。

指定の基準３　小計

５　施設の管理に要する経費を縮減するものであ
ること。

２　施設の管理を安定して行う能力を有すること。

指定の基準２　小計

指定の基準 審査項目 配点

４　施設の効用を最大限発揮するものであること。

指定の基準１　小計

申請者ごと・委員ごとの得点

指定の基準６　小計

   5
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議案第１５６号 千葉地域農林業センター設置管理条例の一部改正について 
 

 

 

１ 改正の趣旨 

    千葉地域農林業センターの使用料金を改定するため、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

千葉市公共施設使用料等設定基準で定める算定基準に基づき、適正料金を算出し、 

使用料金を改定する。 

改定に当たっては、他施設との均衡を図り、現行使用料金の１．３倍とする。 

なお、同センターの管理及び運営に関する事項については、本条例の規定により千

葉地域農林業センター運営審議会において審議する必要があり、改定案については、

令和７年８月２８日に開催された同審議会に諮り、了承を得ている。 

 

３ 改定の内容 

 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 

改正後の規定は、施行期日以後の使用に係る使用料金について適用し、同日前の使

用に係る使用料金については、なお従前の例による。 

 

議案書 Ｐ４３、４４ 



(農政部 農政センター 農業経営支援課) 
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議案第１５７号 千葉市農業者健康増進施設設置管理条例の一部改正について 
 

 

 

１ 改正の趣旨 

    千葉市農業者健康増進施設の多目的ホールの使用料金を改定するため、条例の一部

を改正する。 

 

２ 改正の概要 

千葉市公共施設使用料等設定基準で定める算定基準に基づき、適正料金を算出し、

使用料金を改定する。 

改定に当たっては、他施設との均衡を図り、現行使用料金の１．３倍とする。 

なお、当該施設は農業者等の健康の増進に寄与するための施設として設置したもの

であり、「農業者」の使用料金は「農業者以外の者」の２分の１とする。 

  

３ 改定の内容 

 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 

改正後の規定は、施行期日以後の使用に係る使用料金について適用し、同日前の使

用に係る使用料金については、なお従前の例による。 

 

議案書 P４５～４７ 


